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１  

 

はじめに 

 

 

世界は、経済のグロ-バル化に伴う国際競争の激化、高度情報化の進展、

地球環境問題の顕在化、原油価格の高騰に代表される資源エネルギー問題な

ど、大きな変革期を迎えています。 

 

国内では、急速な少子・高齢化の進行とともに、人口減少社会が現実のも

のとなり、労働人口の減少や国内市場の縮小、社会保障費の増大など、我が

国が、これまで経験したことのない時代を迎えています。 

 

人口減少は、地域経済や地域コミュニティなどの低下を招き、地域社会に

大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

 

帯広市においても、人口減少が現実のものとなり、人口やその構造の変化

に対応した、より効率的・効果的なまちづくりを目指していく必要がありま

す。 

 

このため、全庁的な連携のもと、人口の現状や背景、要因分析などを整理

し、対応や方向性などを確認していく必要があることから、本年 4 月「帯広

市人口問題対策会議」を設置いたしました。 

 

人口問題対策会議では、会議の下に幹事会やワーキンググループを置き、

論議などを通して、人口減少の対策等について「人口問題対策会議」報告書

として取りまとめました。 

今後、この報告書などを踏まえ、本市の人口減少対策について取り組んで

いくものです。 

 

 

 



Ⅰ 人口の現状と背景 

 

（１）世界・日本の人口について 

 

世界の 192 ｶ国・42 地域には、66 億 7100 万人（2007 年）の人々が暮らし

ています。1 年に 1 億 4 千万人が生まれ、6 千万人が死亡し、毎年 8 千万人

の人口が増加しています。（ 2008 年 ： 米国勢 調 査 局、 国連 推 計 デ -タか ら 推 計）  

平成 62 年（2050 年）の世界人口は、91 億 9000 万人（国連推計）と予測

され、その 9 割をアジアとアフリカが占めると言われています。 

日本の人口は、昭和 25 年（1950 年）世界で 5 番目の人口を有していまし

たが、昭和 35 年（1960 年）には 6 番目、平成 17 年（2005 年）は 10 番目と

人口順位が低下しています。（図 1・表 1） 

図 １  世 界 の 人 口 推 移  
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表 １  主 要 な 国 に お け る 人 口 と 年 齢 別 人 口 割 合  

年齢別・人口割合（％）  国      名  人口（千人）
0～ 14 歳  15 歳～ 64 歳  65 歳以上  

日本  127,768 １３．７  ６５．８  ２０．１  
韓国  48,082 １９．６  ７１．７   ８．７  
中国  1 ,242,612 ２２．９  ７０．０  ７．１  
イタリア  58,176 １４．１  ６６．５  １９．３  
スペイン  42,692 １４．５  ６８．７  １６．８  
ドイツ  82,501 １４．６  ６７．１  １８．３  
ロシア  182,001 １５．５  ７１．０  １３．５  
ポーランド  38,180 １７．０  ７０．０  １３．０  
スウェーデン  8 ,993 １７．７  ６５．１  １７．２  
イギリス  59,700 １８．２  ６５．８  １６．０  
フランス  60,028 １８．６  ６５．１  １６．３  
カナダ  31,947 １７．９  ６９．１  １３．０  
アメリカ  293,623 ２０．７  ６７．０  １２．３  
アルゼンチン  38,226 ２６．７  ６３．３  １０．０  
インド  1 ,028,611 ３５．４  ５９．６  ４．８  
南アフリカ  46,586 ３２．９  ６３．１  ４．０  

出 典 ： 2005 年 国 連 推計  「 諸 外 国に おけ る 年 齢別 人口 の 割 合」  

注 ）  年 齢不詳 分 や 1000 人 単 位 の集 計の た め 、人 口割 合 の 合計は 100％ と なら な い 。  
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日本の人口（Ｈ17 国調）は、1 億 2,776 万人となり、戦後はじめて前年

（H16.10.1 人口推計）対比マイナスとなりました。人口動態においても、死

亡者数が出生者数を上回り、自然減となっています。（厚生労働省「人口動

態」） 

平成 20 年 4 月 1 日現在の人口推計は、約 1 億 2,769 万人で、この減少傾

向は続き、今世紀半ばには 1 億人を割ると予想されており、各自治体にとり

ましても、人口減少は大きな課題となっています。（図２） 

 

 
図 ２  日 本 の 人 口 推 移  
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国 立 社 会保 障・人 口問 題 研究 所：「 日本の 将 来 推計 人口（ 平成 18 年 12 月 推 計）」  

 

人口減少の要因として、少子化が挙げられますが、平成元年（1989 年）の

合計特殊出生率（ひとりの女性が一生の間に産むと推定される子供の数）が、1.57 と

なり、丙午（ ひ の えう ま）年の影響で一時低下した昭和 41 年（1966 年）の 1.58

を割り込んだことから、少子化問題がクローズアップされました。 

合計特殊出生率は、昭和 50 年（1975 年）以降、人口維持ラインの 2.07（2006

年時点）を割り込んでおり、平成 17 年度には 1.26 の最低を記録し、平成 18

年度（2006 年度）1.32、平成 19 年度（2007 年度）が 1.34 と若干上昇した

ものの、低水準で推移しています。 

また、日本の平均寿命は男性 79.19 歳、女性 85.99 歳と世界一を誇ってい

ます。 この結果、全人口に占める 65 歳以上の老年人口の割合が上昇し、年

少（14 歳以下）及び生産年齢（15 歳～64 歳）の人口割合は低下しています。 

 

日本の市部と町村部の人口割合では、市部（特別区含む）が総人口の約 9

割を占め、このうち三大都市圏（東京圏・名古屋圏・関西圏）が、過去最高

の 50.2％（H17 国調）を占めています。 

社会動態では、平成 7 年に札幌など全国の地方中枢都市や首都圏域を中心

に社会増で推移していましたが、平成 12 年（2000 年）以降は、主に東京圏

への人口流出により、多くの府県で社会減による人口減少となっています。 
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（２）北海道・十勝の人口について 

 

北海道の人口は、平成 12 年（国調）5,683,062 人から、平成 17 年（国調）

5,627,737 人となり、この 5 年間で 55,325 人、約 1.0％減少しています。 

 

北海道の人口減少は、進学や就職などの道外転出による社会減によるもの

でしたが、平成 15 年からは出生者数が死亡者数を下回る自然減も要因とな

っています。 

 

道内の地域別人口では、札幌市を含む道央圏への集中が顕著であり、平成

17 年（国調）では道央圏が 61％、そのうち札幌都市圏は 42％を占めていま

す。その他地域では、帯広・釧路等の道東が 18％、旭川等の道北が 12％、

函館等の道南が 9％となっています。（図３） 

また、道内の年少人口比率（H16：人口推計年報）は、帯広を含む道東で

比較的高く、全国並みとなっていますが、札幌を含めた道央や道南では低く

なっており、老年人口比率は、道央・道東が全国並、道南・道北では全国平

均を超えて、高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

図 ３  道 内 地 域 別 人 口  
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十勝地域は、1 市 18 町村から構成されており、その総面積は、10,831.24

平方 Km で、全道面積の 13％を占め、全道 14 支庁の中では一番広い面積を有

しています。 

十勝の人口は、昭和 60 年（1985 年）にはじめて 36 万人台となり、その後、

若干の増減を繰り返してきましたが、平成 17 年（国調）では 354,146 人と

平成 12 年（国調）との比較では、3,712 人（1.0％）の減少です。 

内訳は、帯広市が 2,450 人（1.4％）の減少に対し、帯広市周辺の音更町・

芽室町・幕別町及び更別村の人口が増加し、音更町 3,251 人（8.3％）、芽室

町 714 人（4.1％）、幕別町 88 人（3.1％）、更別村 35 人（1.1％）とそれぞ

れ増加しています。 

 

また、１市３町の総人口は、平成 17 年（国調）では 256,415 人と平成 12

年（国調）との比較では、2,322 人（0.9％）の増加となり、近年は微増傾向

にあります。（図 4） 

周辺３町のうち音更町の過去 5 年間の人口動態をみると、帯広市への転入

が約 500 人～600 人である一方で、帯広市からの転出が約 800 人～1100 人で

推移しており、年間 300 人～500 人程度の転出超過となっています。また、

平成 19 年の周辺３町を除く、帯広市と十勝管内町村との社会動態は、帯広

市への 342 人の転入超過となっています。 

帯広市 音更町 芽室町 幕別町 管内に占める帯広圏人口割合 十勝管内
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図 ４  帯 広 圏 （ 帯 広 市 ・ 音 更 町 ・ 芽 室 町 ・ 幕 別 町 ） の 人 口 推 移  
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（３）帯広市の人口について 

 

本市の人口は、平成 13 年（2001 年）1 月末の 175,174 人をピ-クに、平成

19 年 12 月末 170,055 人、平成 20 年 1 月末には 17 万人台を割る状況（169,895

人）となっています。一方、平成 19 年 12 月末の世帯数は 79,411 世帯、前

年対比 392 世帯（0.5％）の増となっています。（図５） 

 

図 ５  帯 広 市 の 人 口 ・ 世 帯 数 の 推 移  
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平成 17 年（国調）の年齢別人口は、年少人口（0～14 歳）が 23,868 人（14％）、

生産年齢人口（15～64 歳）が 114,343 人（67％）、老齢人口（65 歳以上）が

32,364 人（19％）となっており、これを平成 12 年の国勢調査と比較すると、

年少人口△3,209 人（△11.9％）、生産年齢人口△5,000 人（△4.2％）と減

少している一方で、老齢人口は 5,914 人（22.4％）増加し、少子・高齢化が

一層進行しています。（図６） 
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○自然動態（平成 19 年「1～12 月」） 

 

本市の自然動態は、平成 19 年の出生者数 1,443 人、死亡者数 1,222 人で、

221 人の自然増となっています。最近 10 ヶ年の自然増加数は、平成 4 年まで

1,000 人台でしたが、平成 10 年（1998 年）には 845 人と 1,000 人を割り、

平成 17 年は 100 人台と急激に減少しています。今後、死亡者数が出生者数

を上回ることが予想されます。（図７） 

なお、本市の合計特殊出生率は、平成 10 年～14 年までの 5 年間平均で 1.39

と、全国平均の 1.36 を若干上回っています。 

 

 

図 ７  帯 広 市 の 出 生 者 数 と 死 亡 者 数 の 推 移  
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○社会動態（平成 19 年「1～ 12 月」） 

 

本市の社会動態は、平成 19 年の転入者数 8,054 人、転出者数 9,308 人で、

1,254 人の社会減となり、そのうち道外 513 人、道内 741 人となっています。

なお、道内のうち十勝管内では、331 人の社会減となっています。（図８） 

転出の理由では、企業や大学等が集中している札幌圏や首都圏への就業・

就学のための転出が多いと考えられます。 

 

また、周辺３町からは、就業・通学者の 31％が帯広市に通っており、特に、

音更町から帯広市への通勤・通学が多くなっています。 

また、帯広市から周辺３町へは、工業団地が隣接している芽室町への通勤

が多くなっています。また、ここ 10 年間で転入数の減少が大きくなってい

る傾向がみられます。（Ｈ17：国調） 

 

図 ８  平 成 １ ９ 年 帯 広 市 の 社 会 動 態  

※各年１２月末住民基本台帳より。
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○年齢階層別の社会動態（平成 19 年「1～12 月」） 

 

年齢階層別の人口動態は、25～29 歳の 237 人が最も多い転出超過となって

おり、次いで 35～39 歳の 171 人、30 歳～34 歳の 170 人となっています。 

特に、働き盛りの 20～39 歳の転出が顕著で、転出全体の半数以上を占め

ています。（図９）その傾向は周辺３町への転出超過でもみられ、25～29 歳

の 88 人、30～34 歳の 142 人、35～39 歳の 118 人と多く、その子供と想定さ

れる 0～9 歳は、159 人の転出超過となっています。また、転入超過では、55

～59 歳と 75 歳以上でみられます。 

 

このほか札幌市への転出超過では、5～9 歳の 48 人、10～14 歳の 54 人、

15～19 歳の 112 人、20～24 歳の 82 人、30～34 歳の 60 人、40～44 歳の 65

人と家族等での転出や進学年齢での転出が考えられます。 

また、釧路市や北見市から帯広市への転入超過がみられ、地域産業の低迷

などにより、比較的距離が近い帯広市への転入が増加したと考えられます。 

 

また 20～24 歳では、東京都の 93 人、首都圏の 61 人と若い世代の転出超

過が多くみられます。 

 

図 ９  平 成 １ ９ 年 帯 広 市 の 年 齢 階 層 別 の 社 会 動 態  

年 齢 ～04 05～09 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～ 合　計
転 入 462 373 230 469 1,309 1,233 1,099 811 569 386 319 328 171 78 59 158 8,054
転 出 546 466 268 589 1,451 1,470 1,269 982 602 487 374 316 199 80 72 137 9,308

差 引 -84 -93 -38 -120 -142 -237 -170 -171 -33 -101 -55 12 -28 -2 -13 21 -1,254

※各年１２月末住民基本台帳より。

平成１9年の帯広市の社会動態
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Ⅱ 人口減少の要因と課題 

 

（１）人口減少の要因 

 

○周辺３町への転出 

   帯広市、音更町、幕別町、芽室町の 1 市 3 町からなる帯広圏は、産業、経

済、文化などを中心に都市機能が集積し、北海道の拠点都市圏として形成・

発展しています。 

 

帯広市から周辺３町への転出は、帯広圏における交通網整備による交通ア

クセスの向上により、通勤・通学、買い物、通院などが容易になったことに

加え、周辺３町での宅地造成による安価な宅地や賃貸マンションの供給、商

業施設の立地などにより、生活の利便性がより一層向上したことによるもの

と考えられます。（表２） 

 

表 ２  十 勝 管 内 の 転 入 ・ 転 出 状 況 （ 平 成 19 年 1 月 ～ 12 月 ）  

転   入 (総数 8,054 人 ) 転   出（総数 9,308 人）  増△減
    区   分  

転 入 人 数（ 人） （ ％ ）  転 出 人 数（ 人）  （ ％ ）  （ 人 ）

周  辺  ３  町  １，０９０ 13.5 １，７６３ 18.9 △  673管

内  そ の 他 町 村  １，０４７ 13.0    ７０５   7.6   342 

    合       計  ２，１３７ 26.5 ２，４６８ 26.5 △  331

  注）  周辺３町：音更町・芽室町・幕別町 

 

○道内外への転出 

周辺３町を除く道内への転出先としては、札幌市が最も多くなっています。

景気低迷などによる経営規模の縮小や倒産などにより、希望職種が多く距離

的に近い札幌市などへの転出が考えられます。また平成 12 年以降、自衛隊

の旅団化や官公庁の再編なども大きな人口減少の要因となっています。 

 

また帯広・十勝においては高等教育機関が、帯広畜産大学・帯広大谷短期

大学の２校のみであるため、大学や短大など多くの進学先がある札幌圏や東

京圏への就学が顕著となっています。 

平成１９年３月卒業の管内公立高校の進学状況をみると、卒業生総数：

2,732 人（全日制 2,675 人・定時制  57 人）のうち、進学者は 1,823 人（大

学・短大・専修・専攻科・予備校）、進学率６６．７％です。また、進学先

では道内 1,552 人（85％）・道外 271 人（15％）となっています。 
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表 ３  平 成 19 年 （「 1 月 ～ 12 月 」） 地 域 別 転 入 ・ 転 出 状 況  

転           入  転           出  
  区       分  

転 入 数（ 人） 転入割合（ ％） 転 出 数（ 人） 転 出 割 合（ ％） 
増 △ 減 （人 ）

管       内  ２，１３７ 26.5 ２，４６８ 26.5  △  331

札幌市  １，７１７ 21.3 ２，２８９ 24.6 △  572

道  内  

その他  

  函 館  

  旭 川  

  釧 路  

  北 見  

苫 小 牧  

そ の 他  

２，６７８

     164

     306

     457

     202

      94

   1,455

54.6

 

27.0 33.3 ２，５１６

     144

     262

     416

     188

     123

   1,383

51.6 

162

  20

     44

      41

      14

  △   29

      72

東京都     ２１２ 2.6 ４００ 4.3 △  188

三   県  ３４８ 4.3 ５０８ 5.5 △  160

大阪府      ５１ 0.6 ５ 1 0.5        0

愛知県      ８１

 

1.0 １２３ 1.3 △   42

他府県     ７２８ 9.1 ８６２ 9.3 △  134

 

 

 

管  

 

 

 

外  

道  外  

国  外     １０２

18.9

９１

21.9 

1.3 1.0 11

   合       計  ８，０５４ 100 ９，３０８ 100 △１，２５４

 注）  三県  ：  埼玉県・千葉県・神奈川県、（東京圏：三県と東京都）  

 

平成 19 年の地域別転入・転出状況について、管内は 331 人の転出超過、

管外では、道内 410 人・道外 513 人の 923 人と管内外併せて 1,254 人の転出

超過となっています。（表 3） 

転出超過の多い 20～39 歳の主な転出先は、3 町や札幌市、さらには大都市

圏への転出超過がみられます。（表 4） 

 このことは、借家から持ち家への転換のため、安価な土地や勤務先に近

い土地を求め、また景気低迷による賃金低下や労働時間等の不満により、職

種の豊富な大都市への転出が考えられます。 

 

表 ４  平 成 19 年 年 齢 別 転 出 先 と 転 出 超 過 数                     

   20 歳～24 歳 25 歳～29 歳 30 歳～34 歳 35 歳～39 歳

転 入 者 数（人） 1,309 1,233 1,099      811

転  出 者 数（人） 1,451 1,470 1,269 982

差      引  △   142 △    237 △    170 △    171

主な転出先と 

転出超過数 

3 町    16 人

札幌    82 人

東京    93 人

首都圏 61 人

愛知県  5 人

他府県 16 人

3 町    88 人

東京   27 人

首都圏 44 人

愛知県 15 人

他府県 70 人

3 町   142 人  

札幌    60 人  

東京    14 人  

首都圏   9 人  

愛知県   8 人  

他府県   5 人  

3 町   118 人

札幌    14 人

東京    12 人

首都圏 17 人

愛知県  7 人

他府県 30 人
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また、平成 20 年 3 月卒の管内高校卒業者の状況は、就職５７９人（H20.2

末現在）のうち管内４８３人（83.4％）･道内７６人（13.1％）･道外２０人

（3.5％）と、管内での就職が顕著となっています。 

主な産業別人数では、製造 152 人（26.3％）、卸・小売 131 人（22.6％）、

飲食、宿泊 57 人（ 9.8％）、建設 41 人（ 7.1％）、複合サ-ビス業 35 人（6.0％）、

金融・保険 25 人（4.3％）、 不動産 12 人（2.1％）、医療、福祉 12 人（2.1％）

となっており、製造業・卸・小売業が半数近く占めています。 

なお、地元から離れる理由としては、地元に希望の就職がない、遊ぶ場所

がない、親元から離れたい、自立したいなど都会志向の転出が考えられます。 

 

○少子化の進行 

本市の平成 10 年～14 年までの 5 年間の平均合計特殊出生率は、1.39 と全

国平均の 1.36 を上回っているものの減少傾向にあり、出生者数は、平成４

年に 2,000 人台を割り込み、平成 10 年が 1,899 人、平成 19 年が 1,443 人と

なり、この 10 年間で約２４％減少しています。 

 

このような少子化の進行の背景として、女性の高学歴化に伴う社会進出、

価値観やライフスタイルの多様化が挙げられます。このことが、晩婚化・未

婚化をより一層進行させているものと考えられます。 

 

出生数は、親となる世代の人口規模や結婚・出産に対する考え方に大きく

影響されると考えられます。 結婚・出産に対する考え方は、社会・経済の

変化によるもので、働き方や消費生活などの多様化、男女・家族間の関係な

ども指摘されています。 

 

出産や育児を取り巻く環境は、徐々に充実が図られているものの、出産休

暇・育児休暇を取ることはできても、元の職場に完全に復帰できる保証はな

く、育児をしながら仕事を続けるとしても、仕事中心の職場風土では、現実

的には制約があるなど大変厳しい状況にあります。 また、子供の教育に対

する経済的不安、いじめや登校拒否などの教育現場での不安、家庭内暴力な

どといった様々な要因が潜在することも、子どもを持つことに消極的になっ

ている理由のひとつと考えられます。 
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（２）人口減少による影響 

 

我が国は人口減少局面に入ったことに伴い、生産力の低下、個人消費の減

退などが予想され、需給両面からみても経済の低迷が懸念されます。 

 

人口減少は、すべての経済活動とも連動し、地方自治体にあっては、法人・

個人住民税などの租税収入が減少する一方で、高齢化に伴う社会保障費など

の歳出が増加するなど、これまでの市民サービスを維持していくことが困難

になってきます。このことは、国や地方財政の更なる硬直化、あるいは国民

負担の増加につながることも懸念されます。 

 

地域では、コミュニティや集落機能の維持、地域の行事などの継続が困難

となり、独自の習慣や文化などの地域性が薄れる、地域の活力低下が危惧さ

れます。 

 

また、農業では、労働力や後継者不足に伴い、離農や農地の荒廃、さらに

は地域基幹産業の衰退に及ぶことも懸念されます。商業においては、様々な

消費活動に影響し、地域住民の利便性が低下することにより、利便性の高い

都市への流出が予想されます。また、中小企業においては、製造品出荷額や

住宅などの建設の伸び悩みに加え、公共工事の縮小や原油価格・資材の高騰

も相まって、規模縮小や倒産に追い込まれることも予想され、地域経済に与

える影響は非常に大きいものと考えます。 

 

人口減少は、生活廃棄物の排出量の減少に伴う地域環境への負荷の緩和、

都市部の住宅・土地問題や交通渋滞など、過密状況が改善され、子供の少人

数学級などによる教育の質の向上につながるといった別の側面も指摘され

ていますが、そのこと以上に人口減少が及ぼす影響は大きく、これまでの地

域社会の活力を維持できなくなるどころか失われていくことも考えられ、よ

り一層の対応が求められます。 
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（３）人口問題における課題  

 

人口減少は、社会や経済、ひいては地域の持続をも揺るがすもので、地域

経済の鈍化、社会保障における負担増など、地域社会に大きな影響を与える

ものです。 課題整理にあたっては、様々な視点が考えられますが、ここで

は「自然減」と「社会減」に分けて整理しています。 

 

○  自  然  減  に  関  す  る  課  題   

女性の高学歴化に伴う社会進出、ライフスタイルの多様化などの社会変化

により、「晩婚化・未婚化」が進むとともに、「仕事と子育ての両立」に対す

る負担や不安などを背景に、少産化が進行しています。 

 

①  子 育 て の 経 済 的 負 担  

 

パートや派遣職員などの非正規雇用が増加し、所得の減少に伴い若い世代

の経済力が低下していることから、子育てへの経済的負担が大きな課題とな

っています。このことは、調査結果（第 13 回出生動向基本調査：国立社会保障・人

口問題研究所）によると、特に 25 歳～39 歳の年齢層で、理想の子ども数を持

たない理由として、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が一番多く

挙げられています。 

 

 

②  子 育 て の 精 神 的 ・ 身 体 的 負 担    

 

子供がいない夫婦は、子育てに対する不安を抱き、子育て中の女性は、自

由時間を持てないことを負担と思っている傾向にあります。 

内閣府が平成 16 年に実施した「少子化対策に関する特別世論調査」では、

子育てに関する地域社会における住民同士の助け合いとして、どのような活

動があるかの問いに対して、「子育てに関する悩みを気軽に相談できるよう

な活動」が 52.3％と最も多く、「子育てをする親同士で話ができる仲間作り

の活動」が 41.3％、「子育てに関する情報を簡単に入手しあえるような活動」

が 31.8％といったように、悩みの相談や子育て情報の共有を可能とする環境

（場）づくりの活動に対する希望が多く、子育てに対する精神的・身体的負

担が大きいことを示しています。（H17・ H19 国民生活白書） 

さらに、25 歳から 34 歳の家事や育児関連の時間においても、男性の家事

関連時間は増加しているものの、週全体では男性 34 分、女性 4 時間 43 分と、

女性の負担は依然として大きくなっています。（H18 社会生活基本調査）  
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③  育 児 と 仕 事 の 両 立 へ の 負 担    

 

育児は、主として女性が担うことが多い現実にあって、育児と仕事の両立

は、女性にとって大きな不安や課題となっています。はじめて子供を出産し

た母親の場合、出産の 1 年前に仕事を持っていた人（有職者）のうち 67％が、

出産の半年前に無職となっています。（厚生労働省「21 世紀出生時縦断調査」） 

また、常勤であった人が離職して出産の 1 年半後に有職となった場合でも、

約 6 割はパート・アルバイトとなるなど、仕事と育児の両立の難しさがあり

ます。 

育児休業などの制度を完備している事業所も少なく、制度があっても実際

に制度を活用できない状況もあります。このため、出産等を機に離職するケ

ースが多く、大きな所得の減少につながっています。（H17 国民生活白書） 

 

○  社  会  減  に 関  す  る  課  題  

現在、就職や就学により、多様な職種や進学先のある道央圏や首都圏など

の大都市への転出が増加しています。 

また、居住地選択の多様化や交通基盤の発展などにより、行政区域の垣根

を越えた生活圏の拡大をもたらしています。 

 

①  若 者 の 転 出  

 

有業率（全国 59.8％：H19 総務省「就業構造基本調査」）は、愛知県の 64.2％

が最も高く、静岡県 63.6％、東京都 63.5％と続いています。 男女別では、

男性が愛知県の 76.1％、女性は福井県の 53.4％が最も高い有業率となって

います。道府県の有業率では、平成 14 年と比較して低下の傾向が続いてい

ます。また、有業者の産業別割合では、ほとんどの都道府県で第三次産業の

割合が増加し（全国 68.8％）、第一次産業（4.3％）・第二次産業（26.9％）

が低下しています。  

非正規就業者割合（全国 35.5％・うち若年 33.6％）はすべての都道府県

で上昇しています。 

北海道の有業率は 55.5％で、全国でも低い位置にあり、非正規就業者割合

は、38.2％、このうち若年者が 36.1％で、全国でも高い数値となっています。 

また大学の立地状況では、全国 752 国公私立大学のうち首都圏が 249 大

学・33％、北海道が 36 大学 4.9％、短大では、国公私立短期大学 418 のうち

首都圏 120 校・28.8％、北海道 21 校・5.0％です。十勝圏においては、大学

1・短大 1 と道内でも最も低い収容率（北海道：H20.3「高等教育に関する資

料」）であるため、道央圏や首都圏への転出が顕著となっています。 

※  有 業 率：ふ だ ん 収入 を得 る こ とを 目的 と し た仕 事を し て いる 人の 割 合 
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②  帯 広 圏 域 内 で の 移 動    

 

圏域内移動について、過去 5 年間平均をみると、音更町は、帯広市への転

入が約 500 人～600 人、帯広市から音更町への転出が約 800 人～1100 人で推

移しており、年間 300 人～500 人程度の転出超過となり、3 町でも最も大き

な人口転出先となっています。芽室町は、帯広市への転入が約 300 人～400

人、帯広市から芽室町への転出が約 400 人で推移し、年間 100 人～200 人の

転出超過で、音更町に次ぐ人口転出先です。幕別町は、転入転出とも約 300

～400 人で推移し、年間 50 人程度の転出超過ですが、縮小傾向にあります。 

帯広圏は、車社会の進展や道路・橋梁などの社会基盤整備がすすみ、交通

アクセスが改善された結果、近隣 3 町に商業施設が進出し、安価な宅地も供

給され、居住地選択の多様化が進み、住民の生活圏がより一層拡大していま

す。 

 

 

③  雇 用 拡 大 の た め の 産 業 振 興        

 

平成 20 年 7 月の日本の就業者数は、6,406 万人で前年同月対比 52 万人の

減少となっており、この減少傾向は 6 ヶ月続き、非労働力人口は 38 万人

（0.9％）で、就業率 58％前年同月対比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄの低下、完全失業者は、256

万人前年同月対比 22 万人増加しています。完全失業率は、4.0％で前月対比

0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ低下しています。（総務省：労働力調査平成 20 年 7 月分）  

景気低迷によって離職者が増えることは、地元を離れていく要因になりま

す。今日的な経済情勢をみても景気回復は見込めず、先行き不透明な状況に

あります。帯広・十勝においても、直ちに抜本的な対策を講ずることは難し

いものの、企業誘致活動の推進や地域特性を活かした産学官連携による技術

開発、新商品開発など地場産品の付加価値を高める生産体制の構築により、

雇用の創出を図ることが求められています。 

また観光は、裾野の広い産業であることから、その継続的な取り組みによ

って、一層の観光振興を図っていく必要があります。  

帯広・十勝における産業振興にあたっては、特に、農業分野との連携、安

全安心や健康指向の高まりにも着目した対応が必要です。また本市は、環境

モデル都市に指定されたことから、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の大

幅な排出削減などの取り組みを進め、これを契機として環境関連産業の育成

に結びつけていくことが必要です。 
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④  移 住 ・ 交 流 人 口 の 拡 大           

 

澄んだ青空ときれいな水・緑豊かな自然や大地は、帯広・十勝の大きな魅

力であり財産です。 

 

こうした魅力を十分活かしながら、他の地域から多くの人々を呼び込み、

交流人口の拡大を図っていくことが必要です。十勝全体の観光客入込数は、

平成 19 年度は、8,994,900 人、そのうち帯広市が 2,360,500 人と十勝の 26.2％

を占めており、年々増加している状況にあります。（平成 20 年度版帯広のあらま

し）  

今後、観光資源の発掘や情報の発信強化など、さらに取り組みを進め、交

流人口の増加につなげていく必要があります。 

 

また、団塊世代の大量退職時代を迎え、豊かな自然の中でゆとりある暮ら

しを求めるなど、質的に充実したライフスタイルの実現を求める人たちも近

年増えていることから、団塊の世代などを対象に帯広市の優位性や魅力を積

極的にアピ－ルをしながら、移住や定住につなげていく必要があります。 
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Ⅲ 人口減少問題に対する方向性 

 

（１）課題解決のための視点 

 

現在、各自治体におい、子育て支援事業などに取り組んでいますが、出生

率を向上させることは容易ではありません。 

いま地方自治体は、人口減少の複雑な要因に加え、地方交付税や補助金の

削減、景気低迷などによる税収の落ち込みなど厳しい財政環境にあり、抜本

的・即効的な少子化・人口対策は困難な状況にありますが、自治体として、

これまでの人口対策の取り組みの充実や拡大、さらに社会の変化やニーズを

的確に捉え、一つひとつ可能なことから、手掛けていくことが大切です。 

課題を解決していくために「子育て」「働く場」「住まい」「魅力あるまち」

の４つ視点をキーワードとして、重点的・効果的な取り組みが必要です。 

 

 

 

     課題       （ 4 つの視点：ｷｰﾜ-ﾄﾞ）       
     
     
 
 
 
 
 
 

 
自然減

 ＊  子  育  て  ＊

 ＊  働  く  場  ＊

 ＊  住  ま  い  ＊

＊魅力あるまち＊

 

基

本

事

業  

○  

施

策

の

展

開

政

策

・

社会減
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（２）人口問題の取り組みの方向 

子育て 政策；子どもたちの成長を支え合うまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

子育て支援の 

充       実 

基 本 事 業  
・ 事 業 例  

・ 妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 の 充 実  ○ おやこの健康支援 

施策  

両         立 

仕事と子育ての 

 

特 に 、 多 子 世 帯 の 負 担 軽 減 の た め の 支 援 な ど を 戦 略 的 に 行 う

観 点 が 必 要 で す 。  

少 子 化 は 、 本 市 の み な ら ず 全 国 的 な 課 題 で あ る こ と か ら 、 即

効 性 の あ る 対 策 は 難 し い も の の 、 中 長 期 的 視 点 に 立 っ た 取 り 組

み を 進 め 、子 育 て 支 援 の 充 実 、子育てしやすい就業環境の整備、

男 女 共 同 参 画 の 推 進 な ど 、 多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ に 対 応 し て 、

行 政 ・ 企 業 ・ 家 庭 な ど が 連 携 ・ 協 力 し な が ら 、 子 育 て を サ ポ ー

ト し て い く こ と が 必 要 で す 。  

少 子 化 に 歯 止 め を か け る た め に は 、 出 生 率 を 向 上 さ せ る 施 策

と と も に 、 人 口 減 少 の 影 響 を 受 け に く い 国 全 体 の 経 済 ・ 社 会 シ

ス テ ム の 構 築 と 子 ど も た ち を す こ や か に 育 む た め の 社 会 づ く り

を 並 行 し て 行 な う こ と が 必 要 で す 。  

 

 

 
○ 子育ての経済的支援 ・ 児 童 手 当 ・ 児 童 扶 養 手 当 支 給  

 

 

 
○ 保育サービスの充実 ・ 特 別 保 育 の 充 実  

 

 

 

 

○ 地域ぐるみの子育て支援 ・ 保 育 所 で の 地 域 交 流 の 推 進  

 

 

 

○ 子育てしやすい労働環境の整備 
・ 子 育 て 応 援 事 業 所 の 促 進
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働く場 政策；力強い産業が育つまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産 業 の 振 興
施策  

・ も の づ く り 支 援 事 業  

・ 事 業 例  
基 本 事 業  

○ 地元商工業の振興 

企 業 の 誘 致 

特 に 、R&BP 構 想 な ど 産 学 官 連 携 の 推 進 に よ り 、雇用 拡

大 に つ な が る 産 業 創 出 の 促 進 な ど を 戦 略 的 に 行 な う 観 点

が 必 要 で す 。  

地 域 の 基 幹 産 業 で あ る 農 業 を 核 に 、 地 域 の 特 性 や 資 源 、

技 術 な ど を 活 か し た 産 業 振 興 を は か り 、関 連 産 業 と の 連 携

を 深 め て 新 た な 産 業 の 創 出 に 取 り 組 む と と も に 、企 業 誘 致

活 動 を 強 化 し 、豊 か で 活 力 あ る 地 域 社 会 づ く り を す す め る

こ と が 必 要 で す 。  

生 活 の 基 盤 は 、言 う ま で も な く「 働 く 場 所 」が あ る こ と

が 基 本 で す 。正 規 雇 用 が 減 少 し 、所 得 の 低 い 非 正 規 雇 用 が

増 加 す る こ と は 、市 民 生 活 の 質 の 低 下 に つ な が り 、地 域 経

済 に も 大 き な 影 響 を 与 え ま す 。  

・ 大 学 、 試 験 研 究 機 関 と の 連 携  ○ 新しい産業の創出 

・ 助 成 制 度 の 充 実  ○ 企業誘致の促進 

・ 研 修 事 業 の 促 進  ○ 人材の育成 

・ 雇 用 の 拡 大 と 機 会 の 確 保  ○ 雇用環境の充実 
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住まい政策；快適で住みよいまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 に 、土地 の 流 動 化 を 促 し 、子 育 て 世 代 を は じ め と し て 、

宅 地 や 住 宅 取 得 の 選 択 肢 を 拡 大 す る 取 り 組 み な ど を 戦 略 的

に 行 な う 観 点 が 必 要 で す 。  

住 み や す い ま ち づ く り の た め に は 、地 域 に 住 む 人 た ち が 、

地 域 に 愛 着 を 持 っ て 、 安 心 し て 住 み 続 け ら れ る 社 会 を 、 み

ん な が 協 力 し 合 い な が ら つ く り 上 げ て い く こ と が 基 本 で

す 。 ま た 、 こ れ ま で 築 き 上 げ て き た 都 市 基 盤 を 有 効 に 活 用

し 、 コ ン パ ク ト で 持 続 可 能 な ま ち を 目 指 し 、 ラ イ フ ス タ イ

ル の 変 化 に 対 応 し た 利 便 性 の 高 い 、 快 適 な ま ち を つ く る こ

と が 大 切 で す 。 農 村 地 域 で は 、 優 良 農 地 を 保 全 し つ つ 、 田

園 風 景 を 背 景 と し た 住 宅 の 供 給 も 必 要 で す 。  

住 環 境

の 充 実

コ ン パ ク ト な 

ま ち づ く り 

・ 未 利 用 地 の 利 用 促 進  

・ 事 業 例  
基 本 事 業  

○ 定住の促進 

施策  

・ 社 会 基 盤 、 交 通 、 緑 地 、 景 観 整 備  ○ 生活環境の充実 

・ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 住 宅 融 資 ・ 助 成

○ ユニバーサルデザインの住宅普及 

・ ス ト ッ ク 総 合 改 善 事 業  ○ 公営住宅の整備 
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魅力あるまち：政策；にぎわいのあるまちづくり・ 

地球環境に貢献するまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 に 、 日 本 の 食 料 供 給 基 地 と し て の 優 位 性 を 活 か し 地 域 の 魅 力

を 戦 略 的 に 発 信 す る な ど の 観 点 が 必 要 で す 。  

豊 か な 自 然 を 有 し 、 さ ま ざ ま な 都 市 機 能 が 集 積 す る 地 域 の 特 性

や 魅 力 を 、 い か に 引 き 出 す か が 重 要 で す 。 中 心 市 街 地 で は 、 歩 行

者 天 国 や イ ベ ン ト な ど の 実 施 や 活 動 が 取 り 組 ま れ て お り 、 若 者 や

市 外 の 人 々 を 惹 き つ け 、 街 の 賑 わ い と 活 気 を 呼 び 戻 す こ と が 必 要

で す 。 さ ら に 、 世 界 で 唯 一 の 「 ば ん え い 競 馬 」 を は じ め と す る 帯

広 の 観 光 資 源 や 「 環 境 モ デ ル 都 市 」 と し て 地 球 温 暖 化 対 策 の 先 進

的 な 取 り 組 み を 全 国 に 発 信 し 、 行 っ て み た く な る 、 そ し て ま た 訪

れ て み た く な る 魅 力 あ る ま ち を 目 指 す こ と が 必 要 で す 。  

交  流  人  口  の

促           進

情 報 の 

全 国 発 信 

・ 事 業 例  
基 本 事 業  

○ 地域に根ざした文化の伝承 ・ ば ん え い 、 食 文 化  

施策  

・ 観 光 拠 点 づ く り 、 情 報 発 信  ○ 交流人口の促進 

○ 中心市街地の活性化 ・ 中 心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 の 推 進  

○ 環境を重視したまちづくり ・ 環 境 モ デ ル 都 市 の 推 進  

 

○ 国内外との交流促進 ・ 民 間 レ ベ ル の 交 流 推 進  
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Ⅳ まとめ 

 

人口問題は、一自治体での取り組みでは抜本的な解決は困難であることか

ら、人口減少時代に適応する社会や経済システムの構築を、国をはじめ、自

治体・企業・地域など社会全体で支えていく環境づくりが必要です。 

 

少子化問題は、結婚や出産、育児など、個人の問題や選択に委ねられると

ころもあり、行政や社会が押し付けるものではありませんが、国をはじめ、

社会全体での取り組みが必要です。 

 

高齢化の進行は、福祉・医療・年金・介護などの社会保障費の増加が懸念

されていますが、これまで国や地域の繁栄の礎を築いてきた方々が、安心し

て老後を過ごせる社会保障制度の充実が必要です。 

 

また、現役生活を終えた、日々の仕事に縛られない人生に入ろうとしてい

る団塊の世代が、帯広を永住の地として、これまで培った豊かな経験や知識

を活かし、まちづくりに参画していただくことも期待されます。 

 

帯広・十勝が、将来にわたり、持続可能な地域社会を築くためには、十勝

一丸となった取り組みが必要であり、相互補完的な関係を維持し、それぞれ

の地域の特性を活かし連携しながら発展を目指していくことが重要です。 

 

帯広市の人口は減少局面にあり、これまでも地域活性化や少子化対策など

重点的に取り組んできましたが、急速な人口減少動向を食い止めることはで

きず、このまま人口減少が続くと、これまでの住民福祉の向上や市民サービ

スを維持できなくなり、市民負担の増加にもなりかねません。 

現時点において、人口を増加させることは困難ですが、その減少幅を最小

限に止める努力をしなければなりません。 

 

人口問題への対応は、全職員が人口減少について共通認識を持ちながら、

「子育て」、「働く場」、「住まい」、「魅力あるまち」の４つの視点を踏まえ、

総合計画をはじめとする各分野計画の策定や毎年度の予算編成などを行い、

これらに基づいて、総合的に取り組んでいく必要があります。 

 

また、今後も社会情勢の変化や人口の動向を的確に捉えながら、人口問題

に対する論議を行っていく必要があります。 
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